
施設等整備配分事業 自動車整備配分事業

申請件数 配分件数 申請件数 配分件数

令和７年度 １１ ３ １８ １１

令和６年度 ６ ５ ３４ １４

令和５年度 １４ ７ ２３ １０

令和４年度 ２２ ８ ３０ １２

令和３年度 ２０ １０ ２３ １２

令和２年度 ２２ ６ ２８ １５

赤い羽根共同募金は、「じぶんの町を良くするしくみです。」

赤い羽根共同募金は、戦後間もない昭和22年(1947年)に、市民が主体の民間運動として始まりました。

当初は戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後は、法律(現在の「社会

福祉法」)に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。

社会変化の中、赤い羽根共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さま

ざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を支援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、

令和８年(2026年)には、第80回目の共同募金運動を実施します。

社会福祉施設等整備配分事業・自動車整備配分事業

過去の配分実績



申請から事業実施までの流れ

期
間
：
令
和
８
年
４
月
17
日
～
６
月
12
日

申請

※

事
前
に
連
絡
の
う
え
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
現
地
調
査
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

配
分
委
員
会
等
で
審
査
。
配
分
計
画
（
目
標
額
）
の
決
定
。

期
間
：
６
月
中
旬
～
８
月
中
旬

審査

審
査
結
果(

配
分
候
補)

を
文
書
に
よ
り
送
付
。

期
日
：
８
月
下
旬

審査結果
通知

 
   

   
  

配
分
計
画(
目
標
額)

に
沿
い
、
募
金
運
動
を
実
施
。  

   
  

期
間
：
10
月
１
日
～
３
月
31
日

 
 

募金
運動

 
   

   
  

配
分
決
定
通
知
を
文
書
に
よ
り
送
付
。

期
日
：
令
和
９
年
３
月
末

配分
決定

期
間
：
令
和
９
年
４
月
１
日
～
令
和
10
年
３
月
31
日

事業
実施

本会指定のペイントについて

配分した車両には車体の両側に分かりやすく「ありがとう赤い羽根募金」のペイント（カッティン

グシートも可）をしていただきます。ペイント代も対象のため、申請書に添付していただく見積書

にペイント又はカッティングシート代を必ず計上してください。法人・施設名等の料金は対象外と

なりますのでご注意ください。文字の字体、色、大きさ、位置に指定はありません。

赤い羽根ステッカーは、配分決定の通知と併せてお送りします。
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